
・場　所：当社ショールーム
・日　時：2月 10日（土）
　　　　　10:00～17:00（１クール1時間）
・内　容：ガイナ効果諸実験
・特　典：T ポイント 300P贈呈
・受講料：無料　※事前予約必要

（3） 平成30年2月1日 No.357むなかたタウンプレス

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

＊「宗像市立義務教育学校の設置等に関する基本方針」につい
ては市ＨＰ http://www.city.munakata.lg.jp/→「パブリッ
ク・コメント」→「終了案件」で確認できます

■問い合わせ先　教育政策課　☎（36）5099

お知らせ

　義務教育学校では、１年生か
ら９年生までが一つの学校に通
います。そのため、９年間を

通じた教育目標のもとに、学習や生徒指導など一貫した教育が
行われます。小学校から中学校へ進学する時に生徒が体験する
環境の変化に配慮し、その間の接続を円滑にするための学習指
導・生徒指導上の工夫などの取り組みが行いやすくなります。

９年間を通じた目標や
教育活動

　義務教育学校の教育課程は、
国の学習指導要領に準じて行わ
れますが、学校や地域の実態

に応じて９年間の枠組みの中で柔軟な編成を行うことができま
す。これにより、従来であれば中学校段階の教育の特徴とされ
てきた教科担任制や生徒会活動などを、小学校高学年段階から
導入するなどの工夫を行うことができます。

教育課程の
柔軟な編成が可能

　義務教育学校では、９年間を
通じた特色ある教育活動の一環
として、新しい教科の創設や地

域の特徴を生かした学習など、学校独自の工夫や地域の思いを
教育課程に反映させることができます。

地域に根差した
特色ある教育活動
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　「義務教育学校」は、現行の小･中学校に加え、小学校から中学校までの９年
間の義務教育を一貫して行う学校として、平成28年４月に制度化された新しい
学校です。平成29年度には、全国24都道府県で48校の義務教育学校が開校され
ています。宗像市でも、平成18年度から推進してきた小中一貫教育をさらに充
実、発展させることを目的に、「宗像市立義務教育学校の設置等に関する基本方
針」を平成29年10月に策定しました。
　市ではこの基本方針に基づき、平成30年４月に宗像市立大島小学校・大島中
学校を、新たに義務教育学校「宗像市立大島学園」として開校します。

小中一貫教育のさらなる推進のために

新しい学校の種類 義務教育学校

【現行の小中学校と義務教育学校の比較】
現行の小中学校 義務教育学校

修業年限
小学校６年　 ９年

＊ただし小学校・中学校
　の学習指導要領を準用中学校３年

組織
▽小学校、中学校それぞれに校長１名
▽小学校、中学校別々の教職員組織

▽校長１名
▽一つの教職員組織

教育目標
小学校、中学校それぞれに教育目標を
設定

９年間の教育目標を設定

教育課程
小学校、中学校それぞれに教育課程を
設定

９年間を通じた柔軟な教
育課程を編成

就職したＡさんの場合
　市国民健康保険（国保）加入中
のＡさんは、新たな会社に就職し、
就職日から社会保険に加入しまし
た。会社の保険証が届くまでの間、
国保の保険証で病院にかかりまし
た。会社の保険証が届き、国保の

脱退手続きを市役所
で行ったところ、窓
口で「会社の保険に
加入した後に受診し
た医療費は、本人様
に請求します」と言
われました。

医療機関を受診した場合
　医療費の７～９割（国保が負担した
分）を宗像市に返還してください。返
還分は、受診時に加入している保険に
請求できる場合があります。

Ｑ、新しい保険証が届くまでの間、市国保
　　の保険証は使えないのですか？

　手元にあっても使えません。使えるのは「新
しい保険証が届くまで」ではなく、「新しい健
康保険に加入した日の前日まで」です。

Ｑ、新しい保険証が届くまでの間、病院に
　　かかるときはどうしたらいいですか？

　受診時に必ず健康保険が変わる旨を伝えた
上でいったん全額自己負担し、保険証が届き
次第速やかに病院に提示してください。また、
事前に会社から「資格取得証明書」をもらっ
ておくと保険証の代わりとして使用できる場
合があります。

市の特定健診を受けた場合
　健診費用（国保が負担した分）を返還して
ください。
＊健診日に加入している健康保険が変わる予
　定がある場合は、事前に健康課に相談を

■問い合わせ先　▽健康保険について＝国保医療課国民健康保険係　☎（36）1363
　　　　　　　　▽特定健診について＝健康課健康推進係　☎（36）1187

市国保の資格喪失後に保険証を使ってしまうと…

加入している健康保険が
変わったときは注意してください国民健康保険に

加入の人へ

～他の健康保険に加入した場合、市国保の保険証は使えません～


